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○
財 

務 

省

経
済
産
業
省
告
示
第
五
号 

 

産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
十
一
条
の
三
十
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
我

が
国
産
業
の
基
盤
強
化
に
特
に
資
す
る
こ
と
そ
の
他
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
七
年
三
月

二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日 
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我
が
国
産
業
の
基
盤
強
化
に
特
に
資
す
る
こ
と
そ
の
他
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準 

産
業
競
争
力
強
化
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
三
十
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
我
が
国
産
業
の

基
盤
強
化
に
特
に
資
す
る
こ
と
そ
の
他
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
同
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
認
定
事
業
適
応
事
業
者
が
認
定
事
業
適
応
計
画
に
従
っ
て
行
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
環
境
負
荷
低
減
事
業
適
応

が
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

一 

当
該
認
定
事
業
適
応
事
業
者
が
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
財
務
省
・
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文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）
第
十
一
条
の

二
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
確
認
を
求
め
る
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
が
、
当
該
認
定
事
業
適

応
計
画
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
の
生
産
及
び
販
売
が
、
次
に
掲

げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。
な
お
、
主
務
大
臣
は
、
当
該
認
定
事
業
適
応
事
業
者
が
当
該
確
認
を

求
め
る
事
業
年
度
（
当
該
認
定
事
業
適
応
事
業
者
が
主
務
大
臣
に
提
出
し
た
確
認
申
請
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、

当
該
認
定
事
業
適
応
事
業
者
が
事
業
適
応
を
行
っ
た
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
販
売
さ
れ
た

産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
（
そ
の
生
産
及
び
販
売
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
お
け

る
も
の
に
限
る
。
）
の
数
量
（
当
該
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
が
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
に
関
す
る
省
令

（
令
和
七
年
経
済
産
業
省
令
第
十
六
号
）
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
燃
料
で
あ
る
場
合
に
は
、
化
石
燃
料
に
係
る
部
分

を
除
い
た
数
量
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
、
次
号
に
規
定
す
る
合
計
数
量
を
控
除
し
た
数
量
を
、
当
該
事
業

年
度
に
お
い
て
販
売
さ
れ
た
当
該
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
の
数
量
と
し
て
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
に
関
す
る
省
令
（
令
和
七
年
経
済
産
業
省
令
第
十
六
号
）
の
要
件
を
満
た
す
産

業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
の
生
産
及
び
販
売
で
あ
る
こ
と
。 
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ロ 

当
該
認
定
事
業
適
応
計
画
に
記
載
さ
れ
た
半
導
体
生
産
用
資
産
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

第
二
十
六
号
）
第
四
十
二
条
の
十
二
の
七
第
七
項
に
規
定
す
る
半
導
体
生
産
用
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
特
定
商
品
生
産
用
資
産
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
特
定
商
品
生
産
用
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

用
い
て
、
当
該
認
定
事
業
適
応
事
業
者
が
生
産
し
た
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
の
販
売
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

当
該
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
の
販
売
が
、
関
係
会
社
等
（
当
該
認
定
事
業
適
応
事
業
者
の
関
係
会
社
（

会
社
計
算
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
関
係
会
社
を

い
う
。
）
及
び
当
該
認
定
事
業
適
応
事
業
者
と
同
一
の
親
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）

第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
親
会
社
を
い
う
。
）
を
も
つ
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
法
人
又
は
個

人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
関
係
会
社
等
に
対
す
る
当
該
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商

品
の
販
売
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
販
売
の
時
点
で
関
係
会
社
等
以
外
の
法
人
又
は
個
人
に
対
し
て
そ
の
産
業
競
争

力
基
盤
強
化
商
品
の
販
売
が
確
実
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
関
係
会

社
等
以
外
の
法
人
又
は
個
人
に
対
す
る
販
売
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

ニ 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
行
わ
れ
た
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
の
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販
売
で
あ
る
こ
と
。 

① 

当
該
認
定
事
業
適
応
計
画
に
従
い
、
付
加
価
値
の
創
出
を
実
現
す
る
た
め
の
取
組
の
方
針
に
沿
っ
た
取
組

を
推
進
し
て
い
る
と
主
務
大
臣
が
認
め
、
か
つ
、
直
近
三
事
業
年
度
（
当
該
確
認
を
求
め
る
事
業
年
度
及
び

そ
の
直
前
の
二
事
業
年
度
（
半
導
体
生
産
用
資
産
又
は
特
定
商
品
生
産
用
資
産
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
（

以
下
「
事
業
供
用
日
」
と
い
う
。
）
を
含
む
事
業
年
度
以
後
の
事
業
年
度
に
限
る
。
）
を
い
う
。
②
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
事
業
年
度
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
し
て
い

る
こ
と
。
な
お
、
付
加
価
値
額
の
計
算
方
法
は
、
事
業
適
応
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
令
和
三
年
財
務
省
・

経
済
産
業
省
告
示
第
六
号
）
第
六
項
第
二
号
ロ
の
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
し
、
付
加
価
値
率
は
、
当
該
認

定
事
業
適
応
計
画
に
記
載
さ
れ
た
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
も
の
と
す
る
。 

⑴ 

当
該
認
定
事
業
適
応
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
所
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
に
つ
い 

て
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
実
績
値
が
当
該
事
業
年
度
の
直
前
の
三
事
業
年
度
（
事
業
供
用
日
を
含
む 

事
業
年
度
以
後
の
事
業
年
度
に
限
る
。
）
の
付
加
価
値
額
の
平
均
（
当
該
事
業
年
度
が
当
該
事
業
供
用
日 

を
含
む
事
業
年
度
で
あ
る
場
合
に
は
、
零
）
を
上
回
る
こ
と
。 
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⑵ 

当
該
認
定
事
業
適
応
計
画
２
．
⑵
に
記
載
さ
れ
た
事
業
所
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
の
付
加
価
値
率
に 

つ
い
て
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
実
績
値
が
当
該
認
定
事
業
適
応
計
画
に
記
載
さ
れ
た
目
標
値
を
上
回 

る
こ
と
。 

② 

当
該
認
定
事
業
適
応
計
画
に
従
い
、
当
該
事
業
適
応
を
通
じ
た
経
済
波
及
効
果
を
実
現
す
る
た
め
の
今
後

の
取
組
方
針
に
沿
っ
た
取
組
を
推
進
し
て
い
る
と
主
務
大
臣
が
認
め
、
か
つ
、
直
近
三
事
業
年
度
の
う
ち
少

な
く
と
も
一
事
業
年
度
に
お
い
て
、
当
該
認
定
事
業
適
応
計
画
に
記
載
さ
れ
た
経
済
波
及
効
果
に
関
す
る
指

標
（
半
導
体
又
は
自
動
車
の
生
産
及
び
販
売
を
行
う
認
定
事
業
適
応
計
画
に
あ
っ
て
は
取
引
先
に
関
す
る
指

標
に
、
鉄
鋼
、
基
礎
化
学
品
又
は
燃
料
の
生
産
及
び
販
売
を
行
う
認
定
事
業
適
応
計
画
に
あ
っ
て
は
温
室
効

果
ガ
ス
の
排
出
削
減
に
関
す
る
指
標
に
、
そ
れ
ぞ
れ
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
実
績

値
が
当
該
認
定
事
業
適
応
計
画
に
記
載
さ
れ
た
目
標
値
を
上
回
る
こ
と
。
な
お
、
事
業
供
用
日
を
含
む
事
業

年
度
よ
り
前
の
事
業
年
度
の
経
済
波
及
効
果
に
関
す
る
指
標
の
値
は
、
零
と
み
な
す
。 

③ 

当
該
認
定
事
業
適
応
計
画
に
従
い
、
産
業
構
造
又
は
国
際
的
な
競
争
条
件
の
変
化
そ
の
他
の
経
済
社
会
情

勢
の
変
化
の
中
で
も
、
当
該
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
の
主
要
部
素
材
の
調
達
先
、
継
続
的
な
投
資
及
び
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人
材
の
確
保
に
向
け
た
経
営
資
源
の
配
分
を
含
め
、
安
定
的
な
生
産
活
動
が
行
わ
れ
る
た
め
の
取
組
を
推
進

し
て
い
る
と
主
務
大
臣
が
認
め
る
こ
と
。 

④ 
当
該
認
定
事
業
適
応
計
画
に
従
い
、
継
続
的
な
賃
上
げ
そ
の
他
の
人
材
確
保
に
向
け
た
取
組
を
推
進
し
て

い
る
と
主
務
大
臣
が
認
め
る
こ
と
。 

⑤ 

自
動
車
、
鉄
鋼
、
基
礎
化
学
品
又
は
燃
料
の
生
産
及
び
販
売
を
行
う
認
定
事
業
適
応
計
画
を
有
す
る
認
定

事
業
適
応
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
認
定
事
業
適
応
計
画
に
従
い
、
そ
の
認
定
事
業
適
応
計
画
の
実
施
期

間
中
の
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
の
生
産
、
使
用
及
び
廃
棄
を
す
る
段
階
に
お
け
る
、
二
酸
化
炭
素
排
出

量
の
削
減
量
を
定
量
的
に
示
し
、
か
つ
、
当
該
削
減
量
の
更
な
る
拡
大
に
向
け
た
取
組
を
推
進
し
て
い
る
と

主
務
大
臣
が
認
め
る
こ
と
。 

⑥ 

①
か
ら
⑤
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
つ
い
て
、
①
か
ら
⑤
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
認
定
事
業
適

応
計
画
に
お
い
て
目
標
数
値
を
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
確
認
を
求
め
る
事
業
年
度
に
お
け
る
実
績
値

が
当
該
目
標
数
値
を
上
回
る
こ
と
（
当
該
実
績
値
が
当
該
目
標
数
値
を
下
回
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

目
標
数
値
の
達
成
に
向
け
た
翌
事
業
年
度
以
後
の
取
組
に
関
す
る
方
針
を
示
し
、
か
つ
本
項
に
基
づ
き
過
年
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度
に
示
さ
れ
た
方
針
が
履
行
さ
れ
て
い
る
と
主
務
大
臣
が
認
め
る
こ
と
。
） 

⑦ 

当
該
認
定
事
業
適
応
事
業
者
が
当
該
確
認
を
求
め
る
事
業
年
度
に
属
す
る
最
終
の
日
に
、
下
請
中
小
企
業

振
興
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
下
請
事
業
者
そ
の
他
の
取
引

先
と
の
適
切
な
関
係
の
構
築
の
方
針
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。 

⑧ 

①
か
ら
⑦
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
ほ
か
、
事
業
適
応
の
実
施
に
関
す
る
指
針
及
び
事
業
分
野
別
実
施
指
針

で
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
主
務
大
臣
が
認
め
る
こ
と
。 

二 

当
該
確
認
を
求
め
る
事
業
年
度
に
お
い
て
販
売
さ
れ
た
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
（
そ
の
生
産
及
び
販
売
が

前
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
に
限
る
。
）
の

数
量
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
当
期
販
売
数
量
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
合
計
数
量
（
次
に
掲
げ
る
数
量
を
合
計

し
た
数
量
を
い
う
。
）
を
差
し
引
い
た
数
量
が
零
を
超
え
る
こ
と
。
な
お
、
そ
の
差
し
引
い
た
数
量
が
零
以
下
で

あ
る
場
合
に
は
、
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
数
量
の
う
ち
当
期
販
売
数
量
か
ら
イ
に
掲
げ
る
数
量
を
控
除
し
た
数
量
に

達
す
る
ま
で
の
数
量
は
、
当
該
確
認
を
求
め
る
事
業
年
度
に
お
い
て
前
号
の
規
定
に
基
づ
き
控
除
し
た
も
の
と
す

る
。 



 

8 

イ 

当
該
認
定
事
業
適
応
計
画
の
申
請
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
以
前
（
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品

の
生
産
及
び
販
売
を
行
っ
て
い
る
事
業
年
度
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
申
請
日
を
含
む
事
業
年
度
開
始
の
日
前

五
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
の
全
て
に
お
い
て
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
の
生
産
及
び
販
売
を
行
っ
て

い
る
場
合
に
は
当
該
五
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
と
す
る
。
）
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
産
業
競
争

力
基
盤
強
化
商
品
の
販
売
数
量
（
当
該
認
定
事
業
適
応
計
画
２
．
⑵
に
記
載
さ
れ
た
住
所
に
お
い
て
、
当
該
認

定
事
業
適
応
計
画
の
申
請
日
よ
り
前
に
行
っ
た
当
該
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
の
販
売
数
量
と
し
て
、
当
該

認
定
事
業
適
応
計
画
１
．
⑵
に
記
載
さ
れ
た
も
の
）
を
当
該
各
事
業
年
度
の
月
数
の
合
計
数
で
除
し
、
こ
れ
に

当
該
確
認
を
求
め
る
事
業
年
度
の
月
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
数
量 

ロ 

当
該
認
定
事
業
適
応
事
業
者
が
、
事
業
供
用
日
以
後
に
販
売
し
た
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
（
当
該
半
導

体
生
産
用
資
産
又
は
特
定
商
品
生
産
用
資
産
を
用
い
て
生
産
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
当
該
認
定
事

業
適
応
事
業
者
（
関
係
会
社
等
を
含
む
。
）
に
返
品
さ
れ
た
数
量
（
前
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
過
年
度
に
お
い

て
既
に
控
除
し
た
も
の
を
除
く
。
） 

ハ 

当
該
認
定
事
業
適
応
事
業
者
に
よ
る
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
号
）
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第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
勧
告
又
は
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
排
除
措
置
命
令
若
し
く
は
同
法
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
納

付
命
令
の
対
象
と
な
る
違
反
行
為
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
公
正
取
引
委
員
会
が
認
定
し
た
期
間
に
お
い
て
販
売

さ
れ
た
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
と
し
て
主
務
大
臣
が
確
認
し
た
も
の
の
数
量
（
前
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

過
年
度
に
お
い
て
既
に
控
除
し
た
も
の
を
除
く
。
） 


